
平成 28 年度から平成 30 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 
（二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業）公募要領 

変更箇所一覧 
 

 公募説明会で配布した公募要領では、以下の修正が全て反映されています。 
 朱書き部分は修正箇所 

更新日 変更後 変更前 

H28.4 13 
 

＜2 ページ＞ 
2. 事業内容  
（2） 補助対象事業 

本事業の対象は、以下の①～④の要件を満たす事業を実施できる

設備（以下「補助対象設備」という。）の整備とします。 
（略） 
 

＜2 ページ＞ 
2. 事業内容  
（2） 補助対象事業 

本事業の対象は、以下の①～⑥の要件を満たす事業を実施できる

設備（以下「補助対象設備」という。）の整備とします。 
（略） 
 

H28.4 13 ＜4 ページ＞ 
2. 事業内容  
（6） 補助対象経費 
（略） 

なお、補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者を含む

国際コンソーシアム構成員の自社製品等の調達等に係る経費があ

る場合、補助対象経費の実績額の中に自身の利益が含まれること

は、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、

当該構成員自身から調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造

原価など※）をもって補助対象経費に計上します。 
※ 当該構成員の業種等により製造原価を算出することが困難であ

る場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があ

ります。 

＜4 ページ＞ 
2. 事業内容  
（6） 補助対象経費 
（略） 

なお、補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者を含む

国際コンソーシアム構成員の自社製品等の調達等に係る経費があ

る場合、補助対象経費の実績額の中に自身の利益が含まれること

は、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、

補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造

原価など※）をもって補助対象経費に計上します。 
※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難であ

る場合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があ

ります。 



H28.4 13 ＜8 ページ＞ 
4. 交付申請以降の諸手続きについて  
（1）交付申請 

採択内示を受けた応募者（代表事業者を指す）には補助金の交付

申請書を、センターに提出していただきます。 

 

＜8 ページ＞ 
4. 交付申請以降の諸手続きについて  
（1）交付申請 
公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を、セン

ターに提出していただきます。 

H28.4 13 ＜20 ページ＞ 
別添 2 類似技術の分類 各パートナー国における採択実績  

分野(Sector) 技術 (Technoloogy) 
1. 省エネルギー 
(Energy efficiency) 

冷蔵・冷凍ショーケース 
Fridge and Freezer 
Showcase 

  

＜20 ページ＞ 
別添 2 類似技術の分類 各パートナー国における採択実績 

分野(Sector) 技術 (Technoloogy) 
1. 省エネルギー 
(Energy efficiency) 

冷蔵・冷凍ショーケース 
Fridge and Freezer  
 

 

 
以上 


